
食の安心・安全行動計画（第４次）の概要 

○  背  景 ○  計画の基本的事項 

策定の趣旨 
第１次～第３次行動計画の成果を踏まえ、引き続き府民の健康の保護が最も重要であるとの基本認識の下、「農林水産京力プラン」 
セカンドステージなどの諸計画とともに、現在の、そして今後の「食」を取り巻く情勢の変化にも対応し、食の安心・安全の確保に関す 
る施策や取組を積極的に推進する 

基本的な 
考え方 

１ 食の信頼感向上に向けた情報提供の強化と府民参画の拡大 
２ 京都ならではのきめ細やかなサポートの充実 
３ 監視・指導・検査の強化 
４ 安心・安全の基盤づくり 

位置づけ ○京都府食の安心・安全推進条例第５条に基づく計画 

期  間 ○平成２８年度～３０年度 

食を取り巻く現状 

現計画（平成25～27年度）の進捗状況 

重点課題  条例施行１０年を迎え、誰もが食の安心を実感できる京都へ 

１ 食品表示法の施行等 

・旧ＪＡＳ法、旧食品衛生法、旧健康増進法の食品表示に関わる基準が平成 

 ２７年４月に『食品表示法』として統一されるとともに、新たに機能性表 

 示食品制度がスタート 

・平成２７年１０月のＴＰＰ大筋合意により、食の安全基準への関心が高ま 

 っている。 
 
２ 食の安全に関する情報の氾濫 
・スマートフォン等ＩＣＴ機器やインターネット上のＳＮＳの発達・普及に 
 より、食の安全に関する情報が氾濫しており、消費者の信頼できる情報の 
 選択がますます困難になっている。  
 
３ 和食のユネスコ無形文化遺産登録 
・京都で生まれた懐石料理から発したといわれる一汁三菜を基本とする日本 
 の食事スタイルと「食」に関する「習わし」が、「和食；日本人の伝統的 
 な食文化」として、平成２５年１２月に、ユネスコ無形文化遺産に登録 
 され、世界で急速に和食が普及 
 
４ 食品の産地偽装や飲食店等におけるメニュー偽装等の発生 
・平成２５年後半からの各地で発覚した飲食店等におけるメニュー偽装に 
 加え、食品の産地偽装等の不適正表示や輸入食品に係る不適正な事案等が 
 相次いで発生  
 
５ 国におけるＨＡＣＣＰ等の導入推進 
・平成２６年５月に、国は食品衛生法の「食品等事業者が実施すべき管理運 
 営基準に係る指針」でＨＡＣＣＰシステムの普及を図るとともに、食材の 
 生産段階においても農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及を進めている。  

【平成２６年度末現在の数値目標の達成状況】   
 ○全４８項目のうち100％以上達成 33項目（69％） 
              80％以上達成 41項目（85％） 
① 放射性物質に対する食品安全管理体制の強化 
 ・流通食品の放射性物質検査 （目標３００検体、２６年度実績３００検体） 
 ・府内産農林水産物の放射性物質検査 
              （目標３００検体、２６年度実績２７５検体） 
② 食の信頼感向上に向けた情報提供の強化と府民参画の拡大 

 ・リスクコミュニケーションの推進 （目標１５回、２６年度実績１１回） 
   テーマ：「農薬」、「食品添加物」、「食中毒」等 
 ・食の安心・安全協働サポータースキルアップ研修 
                   （目標５回、２６年度実績６回） 
   府内各地で食品表示に関する研修等を実施  
③ 監視・指導・検査の強化 

 ・食品等の収去検査    （目標７５０検体、２６年度実績７５０検体） 

   残留農薬、組換え遺伝子、食品添加物、放射性物質等の検査を実施 
 ・事業者向け食品表示講習会      （目標５回、２６年度実績６回） 
   農産物直売所の構成員等を対象に開催 
④ 安心･安全の基盤づくり 
 ・食品衛生推進員又は食品衛生指導員による巡回指導 

               （目標５,７００件、２６年度実績５,７００件） 

   事業者リーダーが保健所と連携しながら、飲食店等を巡回指導 

 ・特別栽培米の栽培面積 （目標１,０００ha、２６年度実績１,０４８ha） 

○  取組の展開 

○ 京都府や府内事業者の食の安全への取組・施策を効果的にしっかり伝える 
○ 国内外に向けた情報発信 
○ 食品のリスクについて共に考える 
○ 食の安心・安全について共に考える 
  「食の安心・安全府民大学（仮称）」の開講             （目標   ６回／年） 
  食育宣言を行い、健全な食生活をおくる府民            （目標   10,000人） 
○ 食と健康について共に考える 
  食品表示法や機能性表示食品等に関する講習会の開催        （目標   ５回／年） 

１ 食の信頼感向上に向けた情報 

 提供の強化と府民参画の拡大 

 【充実】 

取組の柱 

○ 誰もにやさしい食のおもてなし 
  ホームページ等の外国語表記での国内外の旅行・観光事業者への情報発信 
                                  （目標  １２回／年） 
  食物アレルギーの子、京都おこしやす事業協力施設         （目標  ２００施設） 
  ハラール対応のための研修会の開催                （目標   ５回／年） 

２ 京都ならではのきめ細やかな 

 サポートの充実 【新規】 

 主な取組と数値目標      ■現行計画の４８項目から５０項目に増加（うち新規２２項目） 

○ 食品の生産・製造工程に目を光らせる 
  農薬使用者に対する使用実態調査                 （目標 ２００回／年） 
  貝毒の監視調査                         （目標  ４８件／年） 
○ 食品表示に目を光らせる 
  食品表示における科学的検査の実施                （目標  ４０検体／年） 
○ 放射性物質に目を光らせる 
○ 食の安心・安全に関わる危機管理対応 

３ 監視・指導・検査の強化 【充実】 

４ 安心・安全の基盤づくり 【充実】 
○ 信頼の京都の農林水産物・食品をつくる 

○ 品質管理や情報開示に取り組む食品事業者を育てる 

  きょうと信頼食品登録制度への登録               （目標   ７０事業者）  

○ 輸出の推進に向けた食品安全管理等における国際標準化への対応 

  グローバルＧ.Ａ.Ｐ.等輸出対応の認証ＧＡＰ取得農家・農場    （目標    １０件） 

  地理的表示保護制度（ＧＩ）の登録               （目標    １０件） 

  ＨＡＣＣＰシステムの工程管理手順に着手している事業所     （目標 １５０事業所） 

[ 伝え共に考える ] 

[ もてなす ] 

[ 目を光らせる ] 

[ 支える ] 


